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「地域密着型金融推進計画」の進捗状況について 

 

 

  当行の「地域密着型金融推進計画」に関する進捗状況（平成１７年４月～平成１９年３月）

について、別添のとおりお知らせ致します。 

 

以    上 
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平成１９年５月２４日 

 

株式会社 岐 阜 銀 行 

 

 

       「地域密着型金融推進計画」の大項目毎の進捗状況、 

         進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題 

 

 

当行は、第１７次中期経営計画（平成１７年４月～平成２１年３月）に掲げる７つの基本

方針「地域密着型金融の推進」「市場間接型金融への取組み」「エリア体制の推進・強化」

「経営効率のさらなる向上」「信用リスク管理体制の強化」「経営インフラの構築」「三菱

ＵＦＪフィナンシャルグループとの協業の強化」のもと、「地域密着型金融推進計画」を中

期経営計画の中核と位置付け、積極的な取組みを展開してまいりました。 

平成１７年４月から平成１９年３月までの２年間にわたる計画期間中の主な活動実績

と課題認識は、以下の通りであります。 

  【数値目標の達成状況】 

項目 目標 実績 評価 
 

コア業務純益 
 

４５億円 ４５億円 達成 

コアＯＨＲ ６８％程度 ６７．０１％ 達成 

利益剰余金 ８２億円 ８９億円 達成 

自己資本比率 ※９．３％程度 ※８．５９％ ※ － 

自己資本比率（公的資金除き） ※６．２％程度 ※６．１８％ ※ － 

不良債権比率（金融再生法ベース） ５％台 ５．４５％ 達成 

ビジネスマッチング成約 １００組 １３７組 達成 

債務者区分ランクアップ ４０件 ３３件 未達 

スコアリング関連融資残高 ８０億円 ８２億円 達成 
※目標値はバーゼルⅠベースで設定しましたが、その後の法改正により実績値はバーゼルⅡベースで
算出しております。算出基準が異なることから評価は「－」としております。 

 

１．活動実績 

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化に向けた取組み 

①シルバー重視を掲げる当行の経営理念に基づいた活動の一環として、「介護サービス

事業審査ハンドブック」を作成し「目利き」能力の向上に努めたほか、新規取引先開

拓のため「介護事業取引ハンドブック」を作成し営業担当への徹底を図るなど、シル

バー関連事業のノウハウ蓄積に努めてまいりました。また、一部の業種について業種

別審査を導入し審査ノウハウの向上にも努めてまいりました。 
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 ②ベンチャー企業等への支援では、営業店情報を本部で一元管理し的確な対応に努めま

したことから、お取引先間のビジネスマッチングにおいて計画期間中の目標１００件に

対し実績は１３７件となり、目標を上回る成果を挙げることができました。 

 

 ③取引先企業への経営改善支援では、本部と営業店との連携を密に個社別に支援計画を

策定し債務者区分のランクアップに努めましたが、目標４０件に対し３３件の実績とな

り計画を７件下回りました。経営支援によるランクアップは、平成１５年４月からの「リ

レーションシップバンキングの機能強化計画」も含め４年間にわたる活動推進の中で計

８６件の実績が挙がった一方、難易度の高い先が残っているものと認識しており、今後

とも、支援活動を充実させるとともに、継続展開し成果に結び付けてまいりたいと考え

ております。 

 ④担保や保証に過度に依存しない中小企業向け貸出の拡充では、ＣＲＤ（中小企業信用

リスク情報データベース）を活用した「スーパーガンバル企業ローンＰＡＲＴ２」や

信用保証協会付の「ぎふ無担保スピード資金」や「かんたん無担保資金」など新商品

の取扱いに注力してまいりました。こうした結果、担保や保証に過度に依存しない融

資として推進したスコアリングモデルを活用した融資残高は、本計画推進期間中の残

高目標８０億円に対し実績は８２億円となり、計画を達成することができました。 

  【担保・保証等に過度に依存しない融資の取組状況】      （単位：百万円） 

年間取組実績 
  

17/4～18/3 18/4～19/3 

１９年３月末 
残高 

① 
スコアリングモデルを活用した
融資 

４，１６７ ４，９１８ ８，２７３ 

② 不動産ノンリコースローン ４，１７４ ２，４７５ ４，６４２ 

③ 売掛債権譲渡担保融資 １８１ １０１ ５８ 

※ 本表は、内閣が推進する「再チャレンジ支援総合プラン」に基づき「個人保証に過度に依存しな

い融資」の実績公表を要請されたことも踏まえ掲載しております。 

 ⑤中小企業の資金調達手法の多様化対応では、不動産ノンリコースローン（計画期間累

計投入額６６億円）、シンジケートローン（同４０４億円）、私募債（同引受額２５億円）

などの取組みに注力してまいりました。 

 ⑥顧客への説明態勢の充実や相談苦情処理機能の強化では、平成１８年３月に改正した

「コンプライアンス・マニュアル」の定着化に向け職員教育に努めるとともに、苦情事

例等を用いて注意喚起と再発防止を徹底しました。今後ともお客さまに対する説明責任

を十分果たすよう努めてまいります。 

 ⑦活動を支える職員の能力アップを図るため、特に「目利き」や「経営支援」能力の向

上に軸足を置き、行内研修の充実や外部研修へ積極的に参加したほか、人材育成体系

の整備等にも努めてまいりました。 
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（２）経営力の強化に向けた取組み 

 ①リスク管理態勢では、私募不動産ファンドのリスク量の計測や、市場リスクにおける

ＶａＲの保有期間を見直しなど、統合リスク管理の高度化に努めてまいりました。ま

た、「新ＢＩＳ（バーゼルⅡ）規制対応プロジェクトチーム」において新制度対応を検

討してまいりました。なお、バーゼルⅡ第１の柱における信用リスクアセット計測に

ついてはシステム構築を完了しました。 

 ②収益管理態勢では、営業店別の損益管理を「経常利益ベース（信用コストおよびＡＢ

Ｃ原価計算による原価コストを控除）」に変更するとともに、正式に営業店の業績評価

制度に組み込み、その定着化を推進してまいりました。さらに収益管理態勢の高度化

を進め、平成１９年上期中に個社別採算管理システムの構築を完了する予定です。 

 ③ガバナンスの強化では、財務報告に係る内部統制の経営者による評価と会計監査人に

よる監査が制度化されたことを踏まえて、平成１８年８月に専門組織として「内部統

制管理室」を立ち上げ、平成２０年度からの制度導入に向けた具体的な準備に着手し

ました。 

 ④法令等遵守態勢の強化では、コンプライアンスにかかる経営層の意識向上ならびに行

内全体のマインド向上を図るため、役職員を対象に各種セミナーへの派遣や外部講師に

よる研修会などを実施したほか、顧客情報の管理態勢の強化や金融商品取引法施行に伴

う行内態勢の整備に注力してまいりました。 

 

（３）地域の利用者の利便性向上に向けた取組み 

 ①地域貢献に関する情報開示では、ディスクロージャー誌においてビジネスマッチング

の具体的な事例を紹介するなど、利用者がより理解しやすい内容とするとともに、ホー

ムページに掲載してまいりました。また、平成１８年より情報発信の機会拡大を目的と

して名古屋証券取引所主催の「ＩＲエキスポ」にも出展しました。 

 ②地域の利用者の満足度向上のため、「直言を承る会」を開催し、お客さまからいただい

た要望事項に対する銀行の考え方や対応状況をホームページで公表、フィードバックし

てまいりました。 

 ③平成１８年６月に、「第１回顧客満足度調査（１８年３月実施）」の集約結果を公表し

ました。平成１９年３月に「第２回顧客満足度調査」を実施し、１年間の取組みについ

てお客さまの評価をいただくとともに、意見やニーズを集約・分析し、今後の各種施策

に反映してまいりたいと考えております。なお、２回目の集約結果は平成１９年７月に

公表する予定です。 

 ④「豊かなシルバー社会を応援する」という経営理念の下、ＮＰＯ法人「福祉・介護支

援ネットワーク協議会ぎふ（現：地域活性化支援ネットワーク協議会ぎふ）」の活動に

継続参加し、産・官・学連携・協業による新事業創出や地域活性化に向けた取組みを推

進するとともに、シルバー関連の諸施策のＰＤＣＡを実施することを狙いとして「シル

バーＰＴ」を立上げ、取組の充実に努めてまいりました。 
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２．今後の課題 

  上述のとおり、本計画に掲げる諸施策の取組み状況は、総じてスケジュールに則って

進捗でき、コア業務純益・コアＯＨＲ・利益剰余金・不良債権比率等の計数目標として

掲げた多くを達成できたものと考えております。 

  しかしながら、ビジネスマッチングやスコアリング関連融資など計画を達成した項目

についても、そのボリュームや銀行全体の収益への影響度が小さいことや、お客さまの

認知度についても十分とは言えず、継続した取組みが必要と認識しております。また、

コア業務純益の水準や不良債権比率など、さらなる取組みの強化により改善を図る必要

があるものと認識しております。 

  引続き、「地域密着型金融推進計画」の趣旨を踏襲し諸施策を着実に推し進めていくこ

とや行内への定着化を一層図ることにより、地域に不可欠な金融機関としてその礎をより

強固なものとしてまいりたいと考えております。 

 

以 上 



株式会社 岐阜銀行

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況（要約）

１．平成１７年４月から平成１９年３月までの進捗状況

◆主要計数目標に対する進捗状況

コア業務純益

コアＯＨＲ

利益剰余金

自己資本比率

（公的資金を除く同比率）

不良債権比率（金融再生法）

（注）目標値はバーゼルⅠベースで設定しましたが、その後の法改正により実績値はバーゼルⅡベースで算出しております。

◆活動目標に対する進捗状況

ビジネスマッチング成約

債務者区分ランクアップ

スコアリング関連融資（残高）

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

（１）創業・新事業支援機能の強化

Ａ．融資審査態勢の強化 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・

・ ・ ・

・

・

・ 「ノウハウ集」の作成（第１版）

・

・

シンジケートローンのデフォルト原因分析を

行うなど、今後の取組対応のノウハウを蓄積

いたしました。

　平成１７年４月から平成１９年３月までの主な活動実績は、以下の通りであります。

　当行は、第１７次中期経営計画（平成１７年４月～平成２１年３月）に掲げる７つの基本方針｢地域密着型金融の推進」｢市場型間接金融への取組み」「エリア体制の推進・強化」「経営効率のさらなる向上」「信用リスク管

理体制の強化」「経営インフラの構築」「三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの協業の強化」のもと、「地域密着型金融推進計画」を中期経営計画の中核と位置付け策定し、全行を挙げて積極的な取組みを展開してまいり

ました。

２年間　１３７組

８２億円

８．５９％

８０億円

４５億円

６７．０１％

８９億円

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度

４５億円

６８％程度

８２億円

５％台

９．３％程度

（６．２％程度）

取組方針および目標

目利き能力向上、審査ノウハウ蓄積のため、

一部業種から業種別審査を導入、以降、一般

の審査業務にも順次拡大し、担当店別審査と

業種別審査の並行審査体制を構築

「ノウハウ集」の作成による本部審査能力の

向上

「ノウハウ集」の作成（第２版）

 （平成１９年度以降も継続）

審査担当者を外部研修（第二地方銀行協会

等）へ派遣

平成１９年３月期実績

平成１９年３月期実績

（６．１８％）

一部業種に業種別審査体制を導入し、ノウハ

ウを蓄積

審査担当者を外部研修（第二地方銀行協会

等）へ派遣

シルバー関連では、社内ベンチャー企業の㈱

Ｇ－ＶＥＣと連携、業界動向調査に基づく創

業と新事業のプロジェクト案件に対する審査

ノウハウを蓄積

５．４５％

項　　目

項　　目 平成１９年３月期目標

シルバー関連産業への創業・新事業支援を行

う為のチャネル拡大、事業分析・審査ノウハ

ウを蓄積

平成１９年３月期目標

２年間　１００組

２年間　　４０件 ２年間　　３３件

シンジケートローンについて業種別審査体制

を導入し、審査ノウハウの蓄積に努めまし

た。

「介護サービス事業審査ハンドブック」を審

査担当に配布し、審査に役立てると共に、同

時に作成した「介護サービス事業者取引ハン

ドブック」を用いて平成１８年７月に営業店

向けの集合研修を開催し、営業店職員の業界

知識の習得度向上に努めました。

審査担当者を第二地銀協主催の「目利き研

修」へ派遣しました。

業種別審査の対象業種を拡大（平成１９年度

以降も継続）

建設業・不動産業・娯楽業・ＩＴ関連産業に

ついての業種別審査ノウハウ集を見直し改訂

版を作成しました。

シルバー関連産業について、業界動向調査及

び新事業プロジェクトにおける審査ノウハウ

集「介護サービス事業審査ハンドブック」を

㈱Ｇ－ＶＥＣ（当行社内ベンチャー）と共に

作成しました。

（注）
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

Ｂ．ベンチャー企業への支援等 ・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・

・ ・

・ ・ ・

・

・ 「ディーブレイン東海」との協業研究

Ｃ． ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・

・ ・

・

・ 中部経済連合会との提携を実施

・ 商工組合中央金庫との提携を実施

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

Ａ． ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ 外部企業との連携推進、機能強化

・ ＲＭ強化合宿の実施

・ ・ ・

・ ・

Ｂ． ・ ・ 「ＲＭ強化合宿」の開催（数回） ・ ・

・

・ ＦＡ制度資格認定の実施 ・ ・

・

・ ・

・

・

・

・

「東海地区産業クラスターサポート金融会

議」、「異業種交流会」へ参加しベンチャー

企業との情報交換を実施しました。

平成１９年２月、商工組合中央金庫岐阜支店

と業務協力に関する覚書を締結しました。

平成１９年３月、中小企業基盤整備機構が支

援する「がんばれ東海第１号投資事業ファン

ド」に５０百万円出資しました。

平成１９年２月、商工組合中央金庫岐阜支店

と業務協力に関する覚書を締結しました。

名古屋地区にて不動産流動化ビジネスを展開

するベンチャー企業に対し出資（１社：２０

百万円）を行いました。

ベンチャー企業６社とビジネスマッチング契

約を締結しました。

「東海ベンチャービジネスドットコム」との

連携により、名古屋市内の１社と融資取引

（４０百万円）を開始しました。

ＲＭ強化合宿は、４回開催し延べ８３名が参

加しました。

中小企業支援スキルの向上を目的とした

取組みの強化

中小企業支援スキルの維持・向上のための

フォローアップ学習会を実施

行員育成プログラムに基づく「ＲＭトレーニ

ング」、「経営アドバイザー養成研修」の継

続実施により、職員の問題解決能力の向上及

びＦＡ資格のランクアップを目指す

「ニーズシート」による営業店からの情報収

集とビジネスマッチング機能の運用強化

行内におけるＲＭ（リレーションシップマネ

ジメント）強化合宿を４回開催（延べ８３

名）し、行員のスキル向上に努めてまいりま

した。

ＲＭトレーニング上級コースは、計６回開催

し延べ３１名が参加、初級コースは、計１２

回開催し延べ２４７名が参加しました。

介護サービス事業を対象とした休日勉強会

に、９名が参加しました。

ＲＭ強化合宿は、計１４回開催し延べ３４８

名が参加しました。

「ＲＭ（初級）トレーニング」、｢経営アドバイザー養成研修」、「ＲＭ（上級）トレーニン

グ」の運営

平成１９年３月末現在、ＦＡⅠ：１１８人、

ＦＡⅡ：１３４人、ＦＡⅢ：１０８人を認定し

ました。

ＲＭ（リレーションショップマネジメント）

強化合宿の実施

外部公的機関等との連携による

ベンチャー企業等への支援強化

中小企業に対するコンサルティング

機能、情報提供機能の一層の強化

ベンチャー企業に対する国民生活金融公庫等

との協調融資体制の見直し・再構築により、

資金提供チャネルを拡大

シンジケートローン取組強化を通して、相手

企業のニーズ探り、既往取引先やベンチャー

企業のニーズとのマッチング支援に積極的に

寄与

営業店情報の本部一元管理を拡充することに

より年間５０件のビジネスマッチングの成約

を目指す

ＦＡ認定制度におけるＦＡⅡ職員のスキル底

上げ

岐阜県産業経済振興センターとの情報交換に

より、サービス支援態勢を拡充

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫などと

の情報交換により、協調融資案件持込注力

ビジネスマッチング契約件数増加に向けた活

動の積極展開

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫などと

の情報交換により、協調融資を実施

「東海地区産業クラスターサポート金融会

議」への積極参画による案件発掘

「東海ベンチャービジネスドットコム」、

「ディーブレイン東海」との情報交換拡充に

より、案件発掘・ビジネスマッチング支援を

行うほか、企業交流会を共同開催

シンジケートローンの積極的取組みにより、

ビジネスマッチング運用を拡大

「東海地区産業クラスターサポート金融会

議」への積極参画

法人営業グループ内の「新規開拓チーム」に

よるベンチャー企業への投融資案件のフォ

ロー実施

経営アドバイザー養成研修は、計２０回開催

し延べ３８２名が参加しました。

ＦＡ制度資格要件を満たした行員について、

支店長から申請がある都度、資格認定を実施

しました。

岐阜県産業経済振興センターなどとの情報交

換により、サービス支援態勢を拡充

シンジケートローンの積極的取組みにより、

ビジネスマッチング運用を拡大

行内におけるＲＭ（リレーションシップマネジメン

ト）強化合宿を１４回開催（延べ３４８名）

し、行員のスキル向上に努めてまいりまし

た。

ベンチャー支援組織及び地域金融機関との連

携・連絡強化などにより、有望な研究開発型

企業などを対象とした優良案件の発掘促進

新興市場（未上場株市場）に参入するベン

チャー企業への投融資支援の実現

「東海ベンチャービジネスドットコム」との

情報交換による案件発掘及びビジネスマッチ

ング支援、ベンチャー企業サポートのための

「グリーンシート」の研究

「東海ベンチャービジネスドットコム」との

連絡窓口を設置しました。

「東海地区産業クラスターサポート金融会

議」、「異業種交流会」、「大学発ベン

チャーの研究会」への参加によりベンチャー

企業の情報交換を実施しました。

「ニーズシート」による営業店からの情報収

集とビジネスマッチング機能の整備、及び運

用充実

「ニーズシート」によるビジネスマッチング

情報として２２７件を受付け、リースやセ

キュリティの紹介などを中心に１３７件の

マッチングが成立しました。

ビジネスマッチング契約を新たに２７社（通

算３１社）と締結し、ソリューションメ

ニューの充実を図りました。

「ニーズシート」によるビジネスマッチング

情報として８０件を受付け、リースやセキュ

リティの紹介などを中心に４２件のマッチン

グが成立しました。

ビジネスマッチング契約を新たに９社（通算

３１社）と締結し、ソリューションメニュー

の充実を図りました。

ベンチャー企業１社とビジネスマッチング契

約を締結しました。

国民生活金融公庫との連携により、協調融資

８件１４７百万円を受付するなど、企業の資

金調達の支援に努めました。

国民生活金融公庫との連携により協調融資１

件２０百万円を行い、企業の資金調達の支援

に努めました。

ＲＭトレーニング上級コースは、９名が参

加、初級コースは、６５名が参加しました。

経営アドバイザー養成研修は、９０名が参加

しました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

Ｃ． ・ ・ ・ ・ ・

・ 経営改善計画の進捗フォローと施策の見直し

・ ・ ・ 経営支援先の銘柄見直しと対象先の拡大

・ ・

・ ランクアップ目標（年間）２０社程度 ・ ・

・

・

Ｄ． ・ ・ ・ ・ ・

（３）事業再生に向けた積極的取組み

Ａ． ・ ・ ・ ・ ・

・

・

Ｂ． ・ ・ ・ ・ ・

・

・

・ ・

・

Ｃ． ・ ・ ・ ・

・

・ ・

・

健全債権化等の強化に関する実績の公表

等

事業再生ファンドは、岐阜県ファンドのほ

か、愛知県ファンドや民間型のファンドも活

用し対象候補先の見直しと追加により活用先

を一層拡大する方針

経営支援チーム銘柄の見直しにより、候補先

の追加・選定を行い、実際の活用に繋げる

外部機関の事業再生機能の一層の活用 中小企業再生支援協議会、整理回収機構の再

生機能を活用するなど、一層の案件持込を強

化

上記公的再生機関の対象外業種は、民間型再

生機関の活用を強化し活用事例を実現化

事業再生の早期着手に向けた取組みの促

進（プリパッケージ型事業再生や私的整

理ガイドラインの積極的活用等）

プリパッケージ型事業再生及び私的整理ガイ

ドラインやノンリコースローンの活用によ

り、早期事業再生を図るべき重点銘柄の抽出

と検証を行い、実際の活用事例に繋げる

ランクアップ実績および中小企業再生支援協

議会等活用事例の取り纏めを行い、プレス発

表やディスクロージャー誌に掲載し公表

多様な事業再生手法の一層の活用

経営支援チーム対象先の見直しと追加、ＤＥ

Ｓ・ＤＤＳ導入対象先の選定、その可否の検

討

案件持込先のフォロー、新規持込先の検討及び対象先拡大への取組み

再生ファンド活用候補先の選定と実際の適用

可否について検討、及び活用候補先のフォ

ロー

ＤＥＳやＤＤＳを適用した実例に関する情報

の収集

中小企業再生支援協議会や民間型再生機関との連携強化

要注意先債権等の健全債権化等に向けた

取組みの強化

中小企業再生支援協議会や外部コンサルタン

トの活用先の実績確認と総括

「Ｖ銘柄再建改善ロードマップ」作成先の見

直しと追加先の検討、及び最終年度実績確認

公的再生支援機関のほか、民間型再生支援機

関及び外部コンサルティング等の活用によ

り、経営改善計画等の提案を実施

企業再生支援対象先の見直しにより、事業再

生可能先への対策を集中的に実施

主要再生対象先について、「Ｖ銘柄再建・改

善ロードマップ」を作成するほか、対象銘柄

追加と進捗状況のフォローを実施

支店選定銘柄に対する営業店への具体的な指

導を強化

平成１８年１１月に上期の実績をホームペー

ジに公表するとともに平成１９年１月の中間

期ディスクロージャー誌発行の際にも実績を

掲載しました。

上記施策の結果、本部支援銘柄１社、支店選

定銘柄２社の計３社のランクアップに繋げる

ことができました。

再生ファンド、ＤＥＳ、ＤＤＳ等の活用先や

活用候補先のフォローを行い、活用事例の成

約に向けて活動に注力

活用対象先の見直しと追加を行い、必要条件

を検討したうえで具体的な取組みを展開

平成１６年度及び平成１７年度上期実績を

ホームページ・ディスクロージャー誌で公表

実例に関する情報収集に努め、対象候補先の

見直しと追加を実施、併せてファンドの間

口・候補先を拡大

選定した対象候補先に対する具体的な支援及

びフォローを実行

中小企業再生支援協議会等への案件持込、な

らびに実績フォローと活用先の拡大

平成１７年度下期及び平成１８年度上期実績

をホームページ・ディスクロージャー誌で公

表

過年度実績や半期実績をホームページで公表

しました。また、ディスクロージャー誌発行

の際にも実績を掲載しました。

平成１８年度は、再生支援によるランクアッ

プ効果が大きく見込める先７５社を選定し、

管理帳表の整備、支店業績評価への反映、営

業店臨店等指導により全社の計画を策定する

など再生支援活動の強化に注力したことなど

により、１４件がランクアップしました。

計画期間２年間のランクアップ目標４０件に

対し、３３件の実績となりました。

平成１７年度は、本部経営支援チームの支援

先先２２社について支援に努め１１社がラン

クアップしました。支店選定銘柄について

は、８社がランクアップし、年間目標２０件

に対する実績は１９件となりました。

対象先に対し、プリパッケージ型再生及び私

的整理ガイドラインやノンリコースローンの

具体的な活用

持込先のうち、１社の再生計画策定が完了し

ました。現在までに３社の再生計画を策定完

了しており、実績フォローすると共に適宜ア

ドバイスを実行しております。

支店選定銘柄については、ランクアップ効果

が大きく見込める先を主な対象先として、全

社の経営改善計画の策定を最重要課題として

掲げ、計画に沿った支援活動を展開してまい

りました。

ＤＥＳ、ＤＤＳに関する情報収集のため、経

営支援チーム担当者を外部研修に派遣しまし

た。

活用候補先１社について検討を行いました

岐阜県再生ファンドへの案件持込みを実施

（１件）しましたが、条件面で折り合わず取

下げる結果となりました。

プリパッケージ型事業再生、私的整理ガイド

ラインやノンリコースローン等の活用対象先

がなく、実行に至りませんでした。

中小企業再生支援協議会、ＲＣＣの活用等企

業再生スキームを活用した事業再生への取組

を積極的に行ってまいりましたが、プリパッ

ケージ型事業再生、ノンリコースローンにつ

いては活用対象先がなく、実行に至っており

ません。

プリパッケージ型事業再生について、中小企

業金融公庫、商工組合中央金庫、保証協会へ

訪問し情報交換に努めたものの、活用対象先

はありませんでした。

ＤＥＳ、ＤＤＳ、再生ファンドの活用実績は

ありませんでしたが、再度持込候補先を見直

し、平成１９年度の岐阜県再生ファンド持込

先として１社を選定しました。

平成１８年度下期の本部銘柄については、そ

れまでの改善指導によってランクアップが見

込める先に焦点を絞り込み、実績フォローと

アドバイスを重点的に行いました。

新規持込案件は、愛知県中小企業再生支援協

議会１社、中小企業基盤整備機構１社、民間

型再生支援機関１社の合計３社の実績となり

ました。

中小企業再生支援協議会、岐阜県再生ファン

ド、中小企業金融公庫との間で情報交換を実

施しました。

新規案件として中小企業再生支援協議会へ８

件、再生ファンドへ１件、民間型外部コンサ

ルタントへ６件の案件を持込みました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

Ｄ． ・ ・ ・ ・ ・

・

・

・ ・ ＰＥファンド組入れの具体的な活用

Ｅ． ・ ・ ・ ・ ・

　　

　　

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

Ａ． ・ ・ ＣＲＤへの加盟、活用を検討 ・ ・ 平成１７年７月、ＣＲＤへ加盟しました。 ・

・ ・

・ ＣＲＤ活用の新商品開発、取扱開始 ・

 ・ 既存無担保貸出商品の見直し ・

・ ・

・

・

・

・

Ｂ．中小企業の資金調達手法の多様化等

・ 動産・債権譲渡担保融資等を促進 ・ 不動産ノンリコースローンの取扱要領作成 ・ 動産・債権譲渡担保等融資の促進 ・ ・

・ ・ ・ 不動産ノンリコースローンの促進

・ ・

　 ・ 不動産関連リスク管理態勢の検討と強化

・

・ ・ コミットメントライン契約の動向研究 ・ コミットメントライン契約の開発 ・ ・

・ ・ 財務制限条項活用融資の開始及び促進

・

財務制限条項活用融資の情報収集、具体的検

討、及び規格化

コミットメントライン契約の対象先拡大に関

する法的進展を注視しつつ、当行独自の財務

制限条項等を活用したコミットメントライン

契約を開発

再生企業に対する支援融資の拡充 再生企業の実体把握と環境整備状況の把握に

より、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫

等のＤＩＰファイナンスや信用保証協会の事

業再生保証制度（ＤＩＰ保証制度等）の活用

を検討

ランクアップ実績及び中小企業再生支援協議

会等の活用による実績事例等を半期毎に集計

及び取りまとめを行い、プレス発表やディス

クロージャー誌に掲載するほか、業界団体等

への定期的に報告を実施

ＤＩＰファイナンスでは、当面、政府系金融

機関の貸出や信用保証協会保証制度の活用を

検討

再生企業に対するエグジット・ファイナンス

では、シンジケートローンの活用等を検討

再生支援実績に関する情報開示の拡充、

再生ノウハウ共有化の一層の推進

不動産担保・保証に過度に依存しない融

資を促進するための手法の拡充

財務諸表の精度が相対的に高い先（監査法人

監査先）を対象に財務制限条項を活用した融

資の検討及び取組み

当行信用格付およびスコアリングモデルを活

用した商品の開発・見直しにより

　①信用リスクに見合ったプライシング

    が可能な商品開発

　②信用保証協会のＣＲＤスコアリング

    活用保証付融資の積極的促進

　③審査コストの小さい自動審査商品の

推進期間中に、スコアリング関連商品の残高

を８０億円以上とする

事業価値に着目した融資手法の拡充の一環と

して、不動産関連リスクの管理態勢を強化し

つつ、不動産ノンリコースローンを推進

売掛債権譲渡担保融資の事例研究・対象先・

促進方法の検討、ならびに取組強化

①債権譲渡担保融資・不動産

　ノンリコースローン等への

　積極的対応

②財務諸表の精度が相対的に高い

　中小企業に対する融資の促進

再生企業の実体把握と環境整備状況の把握に

より、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫

等のＤＩＰファイナンスや信用保証協会の事

業再生保証制度（ＤＩＰ保証制度等）の活用

を検討し、活用事例に繋げる

プライベートエクイティファンド（ＰＥファ

ンド）への出費等を通じてＤＩＰファイナン

スのノウハウ取得

既存無担保貸出商品の見直し

（新商品開発に加え、商品別デフォルト状況

等を踏まえた対象先や金利等の取扱基準の見

直しと融資促進）

平成１６年度及び平成１７年度上期実績を公

表

平成１７年度下期及び平成１８年度上期実績

を公表

既存のＣＲＤスコアリング活用商品の対象先

の融資促進

ＤＩＰファイナンス、ＤＩＰ保証制度につい

ては、対象銘柄がないため実績に繋がってお

りません。

平成１６年度、平成１７年度、平成１８年度

上期のランクアップ実績や好事例等を公表す

るとともに、ディスクロージャー誌に掲載し

ました。

平成１８年１０月に平成１８年度上期の実績

をホームページに公表するとともにディスク

ロージャー誌発行の際にも実績を掲載しまし

た。

平成１８年４月、当行格付及びＣＲＤモデル

評点により金額・利率等を設定する融資商品

「ヤル気応援ダン」の取扱を開始しました。

平成１７年７月、岐阜県信用保証協会保証付

「ぎふ無担保スピード資金」の取扱を開始し

ました。

平成１７年５月　プライベートエクイティ

ファイナンスへの出資を実施しました。

平成１７年１１月、ＣＲＤⅡと当行格付のデ

フォルト率のマトリクスを活用した「スー

パーガンバル企業ローンＰＡＲＴⅡ」の取扱

を開始しました。

平成１７年９月、営業店に保証協会のスコア

リング商品見込先としてＣＲＤ評点を還元し

ました。

中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等訪問

しＤＩＰ適用先の検討を行いましたが、対象

銘柄がなく実績には繋がっておりません。

平成１９年２月より、岐阜県信用保証協会保

証付ＣＲＤスコアによる保証料率優遇保証

「エール保証」の取扱開始しました。

平成１８年４月、岐阜市信用保証協会保証付

「かんたん無担保資金」の取扱を開始しまし

た。

平成１８年５月、スコアリング商品のデフォ

ルト実績の検証を開始しました。

平成１８年９月に、不動産ノンリコースロー

ンの投資物件の時価評価の検証方法につい

て、㈱住信基礎研究所と顧問契約を締結し時

価評価に関する情報を受けて平成１８年下期

より実施致しました。

売掛債権譲渡担保融資の投入額は、６８百万

円となりました。

平成１８年下期の投入実績について、不動産

ノンリコースは１９０百万円となりました。

平成１９年２月、スコアリング商品「スー

パーガンバル企業ローン｣「スーパーガンバ

ル企業ローンＰＡＲＴⅡ｣のデフォルト実績

を分析しました。

２年間の計画期間中の実績は、ノンリコース

ローンで投入額６,６４９百万円、売掛債権

譲渡担保融資は投入額２８２百万円となりま

した。ノンリコースローンについては、投資

対象を地元活性化案件中心とし実行してまい

りました。

スコアリング関連商品残高は、平成１９年３

月末で、８２億円となり目標の８０億円を達

成。担保保証に依存しないスコアリング融資

の定着に加え、商品金利設計によるプライシ

ングの確保に寄与しました。

平成１７年７月、「不動産ノンリコースロー

ン取扱要領」を制定しました。

中小企業の中でも財務諸表の精度の高い取引

先に対するコベナンツ融資については、引続

き課題とすることを行内で確認しておりま

す。

コベナンツ融資の具体化について①適合性、

財務の透明性、②コベナンツ管理態勢、③顧

客説明体制面、④コミットメント契約の法制

動向等を検討し、中小企業向けの商品化は時

期尚早と判断し、実施を見送ることとしまし

た。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

　 ・

・ ・

・

Ｃ． ・ ・ 自己査定システムの開発、稼動 ・ 信用格付システムの開発、稼動 ・ ・

・ ・ 稟議システムの開発、稼動

・ ・

・ 顧客属性データ項目の検討(要件定義）

・ 稟議システム開発（要件定義）

・ ・

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

Ａ．顧客への説明態勢の整備 ・ ・ 融資顧客説明ルールの改正 ・ ・ ・

・ 確認書兼受取書等の改正

・ ・

・

・

・

Ｂ．相談苦情処理機能の強化 ・ ・ ・ ・

・

・ ・ ・

・

・ 苦情・トラブル事例を営業店へ還元 ・ ・

・ ・

・ 再発防止策の履行状況の検証 ・

・

・

全店長会議等において、苦情・トラブル事例や対応について周知

本部と営業店が一体となり、マル保私募債及

び銀行保証私募債を提案

シンジケートローンの本部集中化完了後、取

引深耕のための新規開拓チームによる営業強

化

地域、業種の分散を図りつつシンジケート

ローンを積極的に取組み、地元中小企業を中

心に資金調達手法の多様化に対応

取組件数の増加に伴い、与信管理、事務効

率、取引先深耕の観点からシンジケートロー

ンの本部集中化を実施

③シンジケートローン・私募債等

　への取組み

審査業務の高度化、適正貸出金利の設

定、ポートフォリオの適正化等に資する

為の信用リスクデータベースの整備・充

実及びその活用

平成１７年１２月　「苦情処理マニュアル」

に顧客の理解と納得を得るための基本スタン

ス、偽造盗難詐欺・融資関連・個人情報関連

の応対についての記載を追加し改正しまし

た。

営業店の苦情処理対応やコンプライアンス状況に関する臨店指導

平成１８年下期中の「コンプライアンス・シ

グナル」は、計４件発行しました。

２年間のうち、コンプライアンス臨店指導を

延べ５６店舗実施しました。

コンプライアンスに関する臨店指導を１４ヶ

店実施しました。

「コンプライアンス・シグナル」による苦情事例等を周知

事案に応じた再発防止策の検討、事務手続・システムへの反映

取引先深耕活動を通じ、プロパー取引、ビジ

ネスマッチング提案の情報獲得

私募債適債取引先の見直し、営業店との協調

による提案とスピーディーな対応

「苦情処理マニュアル」の見直し及び改定

融資謝絶記録の実態調査・対策検討、ならび

に運用ルールの見直し

平成２０年２月稼動予定の稟議システムの開

発を推進してまいりました。

シンジケートローンの取引実績は、契約件数

５５件、金額１０２億円となりました。その

うち、東海地区における取組みは、契約件数

１２件、金額３３億円となりました。

私募債の引受実績は、引受件数２４件、金額

２５億円となりました。そのうち、シンジ

ケートローン取組先における引受実績は５

件、金額１１億円となりました。

平成１７年７月、新自己査定システムを稼働

させ自己査定体制の充実をはかりました。

平成１８年９月、取引先属性にＣＲＤデータ

取込機能を組入れた信用格付システムを開発

し稼働開始しました。

シンジケートローンの残高実績（平成１９年

３月末）は、件数３７５件、金額５５７億円

となりました。そのうち、東海地区における

残高実績（平成１９年３月末）は、件数８５

件、金額１４０億円となりました。

融資支援システム開発に伴う融資統合データ

ベースの構築

統合データベースの活用（信用リスクに見

合ったプライシング、採算管理への反映を視

野に入れた開発）を推進

苦情・トラブルの対策責任者（営業店長）へ

の研修等を強化

苦情・トラブルの内容分析および再発防止策

に基づく事務手続・システムへの反映

融資支援システム構築の第２フェーズとし

て、信用格付及び稟議のシステム化を実現

「個人情報保護法」施行及び「民法の一部改

正」に伴い、「融資顧客説明ルール」に関連

事項を追加修正し行内へ徹底

営業店における融資謝絶等に関する説明の実

効性確保のため、記録ルールを明確にし、運

用フォローを実施

企業の設備資金や運転資金のニーズに応える

ため、私募債による直接調達を提案

与信先への対応に関する苦情窓口としての機

能整備

融資臨店指導時において、融資顧客説明ルー

ルを指導項目とすることで実効性を確保

信用格付システムの開発（機能検討、要件定

義）

私募債見込み先の見直しとフォロー、銀行保

証私募債の積極的な提案

平成１８年６月に根保証契約書の更新管理資

料として、「根保証契約一覧表」の出力をシ

ステム化し、平成１８年下期から計画的に根

保証契約書の更新が進められる態勢を整備し

てまいりました。

平成１８年３月に全面改訂したコンプライア

ンス・マニュアルにて、個別ケースにおける

顧客説明のポイントを明記するとともに、コ

ンプライアンス研修等で重要性の徹底を図っ

てまいりました。

２年間のうち、「コンプライアンス・シグナ

ル」を１７件発行し、苦情事例等を周知しま

した。

平成１７年７月・平成１８年７月　支店長対

象にコンプライアンス講座を開催しました。

私募債の引受実績は、引受件数３件、金額

１.８億円となりました。

平成１８年１月の「民法の一部改正（根保

証）」を踏まえ「個人情報に関する同意書」

に関する事項を改正し、融資顧客説明ルール

に反映しました。

平成１８年６月から、稟議システム開発の要

件定義に着手し、平成２０年２月の稼動を目

指し開発を進めてまいりました。

平成１８年１１月の支店長会議において、頭

取より説明義務を果たし適合性原則を遵守す

るとともに、苦情・トラブル発生の際の迅

速・的確な顧客対応と上席・本部への報告に

ついて徹底しました。

平成１７年７月　融資謝絶記録表の実態調査

を実施し記入方法を徹底しました。

平成１８年１２月、「根保証契約書の更新と

管理について」の通達出状し、更新ルールと

顧客説明について明確化し、融資役席者説明

会を開催し徹底しました。

全店長会議で最近の苦情事案を紹介し注意事

項を徹底しました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

（６）人材の育成 ・ ・ 人材育成体系を再整備 ・ スキル認定の実施 ・ ・

・ スキル認定の実施 ・ 通信教育の斡旋

・ ・

・

・ ・ ・ ・ 通信教育を述べ２０６名が受講しました。

・

・ ・

・ 通信教育の斡旋

・ ・

・

・ ・ ＲＭトレーニングに７４名が参加しました。

・

・

・

２．経営力の強化

（１）リスク管理態勢の充実 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・

・ ・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

市場リスク管理強化の一環として有価証券の

日次でのリスク量（ＶａＲ）の計測を開始い

たしました。

平成１８年９月に１８年度下期のリスク資本

配分を実施しました。

目利き能力強化研修・経営支援能力強化研修

（第二地方銀行協会主催）への派遣

ＲＭトレーニング上級コースに３１名、初級

コースには２４７名が参加しました。

経営アドバイザー養成研修を計２０回開催し

延べ３８２名が参加しました。

ＲＭトレーニング（上級および初級）の各

コース、及び経営アドバイザー養成研修を運

営

第二の柱における銀行勘定における金利リス

クにつきましては、継続的に２００ｂｐ及び

９９％タイル値を試算しＡＬＭ委員会へ報告

するとともに、金利リスク軽減策について検

討してまいりました。

不動産投資ファンドにつきましては、㈱住信

基礎研究所と投資顧問契約を締結し、投資助

言を受けるとともにリスク量を測定するシス

テムを構築いたしました。

リスク管理強化の一環として、市場リスクに

おけるリスク量（ＶａＲ）計測時の保有期間

を２０日間といたしました。また、平成１８

年１０月より有価証券の日次でのリスク量の

計測を開始いたしました。

バーゼルⅡ第二の柱における銀行勘定の金利

リスク計測方法の決定

三菱東京ＵＦＪ銀行のリスク管理方法を参考

にしつつ、部門別のリスク量の算出方法を検

討

バーゼルⅡにおける信用リスクアセット計測

手法ならびにオペレーショナルリスク計測手

法を組織決定

バーゼルⅡ第一の柱に基づく自己資本比率を

試算して問題点等を洗い出し、データの精緻

化を図る

信用リスクアセット算出に必要なデータの確

定、整備、システム化を検討

第三の柱（市場規律）へ対応すべく、自己資

本の充実度等についての開示内容の検討

組織横断的な「バーゼルⅡ対応プロジェクト

チーム」を組成、内容の理解を深めるととも

に役割分担を確定

ＲＭトレーニング（上級および初級）の各

コース、及び経営アドバイザー養成研修を運

営

収益管理態勢の整備状況を踏まえつつ、事業

部門別のリスク量の把握などより高度なリス

ク管理態勢を構築すべく検討 第二の柱（銀行勘定における金利リスク、与

信集中リスク等）への対応を検討

バーゼルⅡの第一の柱（最低所要自己資本比

率への対応）については、信用リスクは「標

準的手法」、オペレーショナルリスクは「基

礎的指標手法」にて対応

不動産関連投資についてリスク量の算出方法

を確立

第二地方銀行主催「再生支援研修」「ランク

アップ上級研修」「ランクアップ研修」に職

員を派遣しました。

みずほコーポレート銀行から派遣講師受け

「企業調査講習会」を開催し、１２名が参加

しました。

みずほコーポレート銀行主催の「企業調査講

習会」への派遣

目利き能力、経営支援能力の向上に軸足を置

いた研修を通じて、職員一人一人が自発的に

目利き能力、経営支援能力の向上に努められ

る環境を整備

目利き能力強化研修・経営支援能力強化研修

（第二地方銀行協会主催）への派遣

みずほコーポレート銀行主催の「企業調査講

習会」への派遣

研修参加者の修得度を確認する手法の検討

と、修得度合いに応じた研修派遣計画への見

直し

「スキル認定制度」に基づく渉外職員のスキ

ル判定において、標準以上の職員の比率を

７５％に高めることを目標

平成１７年５月、営業店渉外職員を対象にス

キル認定を実施し６７．１％の職員が中間評

語以上の評価となりました。

みずほコーポレート銀行主催「企業調査講習

会」に１名派遣しました。

経営アドバイザー養成研修に、計５回の延べ

９０名が参加しました。

平成１７年９月、人材育成体系をキャリア開

発、資格取得などキャリアゴールを明確にし

た新体系に改正しました。

バーゼルⅡ第一の柱については、平成１８年

１０月よりシステム開発に着手し平成１９年

３月に開発を完了し、そのシステムを用いて

平成１８年９月期データにより信用リスクア

セットの試算を実施いたしました。

統合リスク管理の一層の充実のため、リスク

量の把握を高度化させるとともに、リスク・

リターンの関係に着目したリスク管理方法を

検討

バーゼルⅡ第一の柱における信用リスクア

セット計測については「標準的手法」、オペ

レーショナルリスク計測については「基礎的

指標手法」を採用することで、平成１７年４

月に機関決定いたしました。

その後、システム開発ベンダー及びコンサル

ティング会社を選定しシステム構築に着手。

平成１８年４月からは三菱ＵＦＪリサーチ＆

コンサルティング㈱のコンサルティングを受

け、システム要件定義を中心に検討を重ねる

とともに、平成１８年１０月からは信用リス

クアセット算出システムの開発に着手し平成

１９年３月に開発を完了いたしました。

営業店渉外職員（１３４人）を対象としたス

キル認定を１０月に実施し、７９．９％

（１０７人）の職員が５段階評価の中間評語

以上の評価となりました。

第二地方銀行主催の「経営支援能力強化研

修」に２名、「目利き応用研修」に１名の職

員を派遣しました。

バーゼルⅡ第二の柱における銀行勘定の金利

リスクにつきましては、引き続き２００ｂｐ

および９９％タイル値を用いて試算し、平成

１９年３月には９９％タイル値を正式採用す

ること並びにコア預金の認識方法等について

機関決定いたしました。

平成１８年１０月末より月次で仕組預金・仕

組ローンの評価差額金を把握し、リスク資本

配分枠に収まっているかのチェックを開始い

たしました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上 ・ ・ ・ ・ ・

・

・

・

・ 個社別採算管理システム設計の検討

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ 補欠監査役（社外）の選任 ・ 社外監査役の増員

・ 平成１８年度以降の社外監査役増員の検討 ・ ・

・

・ 「開示統制」の態勢整備着手

・

・

・

・

・

「有価証券報告書の記載内容の適正性に関す

る確認書」を平成１７年度有価証券報告書に

添付しました。

平成１８年６月社外監査役１名を増員しまし

た。

平成１７年度は、信用リスク、経費の部門別

実績値を試行的に営業店にリリースするとと

もに、計数の妥当性検証やシステム運用の円

滑化に努めてまいりました。また、営業店業

績評価に「信用リスク及び本部経費控除後の

収益評価」体系を導入し、営業店収益の改善

意欲を高める取組をしてまいりました。

平成１８年１０月にアドバイザーを選定、

１１月には全行横断的なプロジェクトチーム

を創設し、全体計画及び方針を策定後、文書

化作業に着手しました。

平成１８年度は、個社別採算管理のシステム

構築の検討を進め、下期よりコンサルタント

を交え、システム設計の検討に着手しまし

た。

金融商品取引法が平成１８年６月に成立した

ことにより、財務報告に係る内部統制の経営

者による評価と会計監査人による監査が制度

化されました。このことを踏まえて、内部統

制の強化を経営上の重要課題ととらえ態勢整

備に着手するべく、専門組織として「内部統

制管理室」を平成１８年８月に創設、平成

２０年度からの制度導入に向けた具体的な準

備に着手しました。

平成１９年２月に「財務報告に係る内部統制

の評価及び監査の基準」ならびに「財務報告

に係る内部統制の評価及び監査に関する実施

基準」の確定を受けて、文書化作業のほか、

全社的内部統制等についての検討も本格的に

着手しました。

平成１８年度下期に、精力的に個社別採算管

理のシステム構築を進めてまいりました。当

初の計画に比べ稼動開始が３ヶ月程度遅れて

いますが、平成１９年上期中に試行運用する

ことを目指しております。

「財務報告に係る内部統制」について、企業

会計審議会等の動向を注視しつつ態勢整備の

方向性を検討

「財務報告に係る内部統制」の態勢整備を推

進

「有価証券報告書の記載内容の適正性に関す

る確認書」を平成１７年度有価証券報告書

に、従来のまま添付

（３）ガバナンスの強化（財務内容の

　　　適正性の確認）

３年後に導入予定の「財務報告に係る内部統

制の評価」を念頭に置き、財務報告の適正性

の確認のための踏み込んだ態勢整備

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の

基準（公開草案）」で必要とされる態勢整備

を今後３年を目途に構築

平成１７年度上期の試行状況の検証後、営業

店の業績評価に「信用リスク・経費控除後の

収益評価」を組込み

個社別採算管理システムの検討及び構築、営

業支援システムとの連携

信用リスク部門、経費部門ともに試行期間と

位置付け、業績評価への反映はせず、実績値

を参考として営業店に還元する。試行期間中

に営業店管理者の意識付けを図るとともに、

実績値の妥当性やシステムの不具合等の検証

を行い、本格運用に備える

平成１７年１２月　企業会計審議会から「財

務報告に係る内部統制の評価および監査の基

準のあり方」が発表されたことを受けて、態

勢整備の方向性について本格検討に着手、平

成１８年度上期中に態勢整備に着手する方針

としました。

平成１７年６月開催の定時株主総会で、補欠

監査役（社外）１名を選任しました。

平成１８年２月　役員および幹部行員を対象

に、監査法人による「内部統制セミナー」を

開催し内部統制に関する知識や情報の共有を

図りました。

収益管理高度化に向けて、

①貸出先のデフォルトに備えた「信用リス

　ク」を営業店の業績に反映、信用リスク

　控除後の収益により業績評価を行う体制

　へ変更

②営業店単位での経費に留まらず、本部経

　費のより公平な配賦に努めるとともに、

　さらなる高度化に向けて商品単位、顧客

　単位で収益管理ができる体制を確立

③上記システム構築により得られたデータ

　を営業戦略に活用

平成１８年度下期においては、収益マインド

の高揚と収益管理高度化を図るため、従来の

営業店個別評価からエリア単位別評価にウェ

イトを置いた手法に変更しました。

企業会計審議会から、「財務報告に係る内部

統制の評価及び監査基準」の公開草案が公表

されたのを受け、第二地銀協、監査法人等が

開催するセミナーに参加し、内容の理解に努

めました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化

Ａ． ・ ・ ・ ・ ・

　 ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・

・ コンプライアンス委員会の開催 ・

・ コンプライアンス委員会の開催 ・ 不祥事件防止対策会議の開催 ・

・ 不祥事件防止対策会議の開催 ・ 職員面談の実施

・ 職員面談の実施 ・ ・

・ 外部講師によるコンプライアンス講座開催

・ ・

・

・ 顧問弁護士の増員 ・

・ ・

・

・

・

・ ・

・ 保険募集指針の制定、公表

・

・

・

・

・

・

・

・

平成１８年１０～１２月、新「コンプライア

ンス・マニュアル」の各章テーマごと、月別

に職場研修にて周知徹底および確認テストを

実施しました。

金融商品取引法対応ＰＴとの連携により、そ

の対策を検討。平成１９年２月からの三菱総

研主催の金融商品取引法対応セミナーに参加

しました。

平成１７年１０月　「コンプライアンスヘル

プライン規程」制定し、公益通報者保護法へ

の対応と、複数の通報ルートを確保しまし

た。

経営層によるコンプライアンスメッセージの

発信及び行内への周知（随時）

平成１９年３月、商品説明会を実施（変額一

時払い商品の追加と一部商品の内容改訂）、

併せて、平成１９年４月からの生命保険会社

の「意向確認書」導入と損害保険会社の「契

約内容確認書」導入の説明会を実施しまし

た。

平成１８年１０月および１９年２月にコンプ

ライアンス委員会を開催し、不祥事件防止に

ついて協議するとともに、主な苦情・訴訟事

案等を報告しました。

平成１９年１月、営業統括グループに金融商

品販売・勧誘にかかる部門コンプライアンス

責任者１名を配置したほか、関係室グループ

の実務者を構成メンバーとする「金融商品取

引法等対応ＰＴ」を立ち上げました。

コンプライアンス委員会に、苦情・訴訟事案

の対応状況、不祥事件防止対策会議の取組状

況、苦情事案の対応状況等を報告しました。

支店長会議において、利用者保護、金商法対

応、苦情対応等について、頭取より周知・徹

底を行いました。

公益通報者保護法への対応態勢整備およびそ

れに伴うコンプライアンス相談窓口の機能強

化

コンプライアンス相談窓口の機能強化（外部

窓口の設置）

弊害防止措置を講じた保険窓販の同意書を改

定

コンプライアンス・マニュアルの全面改訂お

よび内容の周知徹底

新「コンプライアンス･マニュアル」の内容

の周知徹底

役員コンプライアンスセミナー（第二地方銀

行協会）への参加

経営層によるコンプライアンスメッセージの

発信及び行内への周知

コンプライアンス・プログラム、コンプライ

アンス・マニュアルおよび関連規程の見直し

ＭＵＦＧ倫理綱領・行動規範の採択とコンプ

ラ・マニュアル等への反映

不祥事件の未然防止及び早期発見のための内

部管理態勢の強化

営業店に対する法令等遵守状況の

点検強化

経営層の意識の向上および行内コンプライア

ンスマインドの高揚

平成１７年６月　ＭＵＦＧ倫理綱領・行動指

針を採択、平成１８年３月　新「倫理綱領・

行動規範」に合わせ、「コンプライアンス規

程」を全文改正するとともに、「コンプライ

アンス・マニュアル」を全面改訂し全職員に

配付し徹底しました。

平成１７年４月、保険窓販の弊害防止措置を

講じ「保険商品のご案内等に関する同意書」

を改正しました。

投信販売にかかる高齢者取引に関する留意

や、融資先への優越的地位の濫用防止を通

達、職場研修にて再徹底しました。

平成１８年１２月、投信販売にかかる自主

ルールを作成、平成１９年１月に営業店向け

の当該ルール運用にかかる事前研修会を実

施、平成１９年２月に当該ルールを制定。制

定後のフォローとして、エリア単位で説明会

を実施しました。

平成１７年１１月　「金利選択ルールにかか

わる商品説明書」を制定し住宅ローン利用者

に対する説明態勢の整備を図りました。

平成１７年１２月、保険窓販一部先行解禁へ

の対応として、募集指針を策定し公表すると

ともに、事前同意書の改訂を実施しました。

２年間計１１回の支店長会議で、ＣＳＲとコ

ンプライアンス、情報漏えいや苦情･トラブ

ルへの対応、お客様本位の徹底、ＣＳＲとコ

ンプライアンス、苦情への対応、パワーハラ

スメントの回避について、担当役員が周知・

徹底しました。

新規業務（保険・証券）におけるコンプライ

アンス態勢の確立

役員コンプライアンスセミナー（第二地方銀

行協会）への参加

「新商品・新規業務リスク管理規程」、「事

前検討ルール」に基づくチェック体制の定着

化

平成１８年６月度全店長会議において、リス

ク性商品の販売における留意事項を再徹底

し、適正な勧誘を行うよう指導しました。

平成１８年２月　金融商品にかかる融資先へ

の優越的地位の濫用防止強化策として金融商

品販売自主ルールを徹底しました。

支店長・本部役職員を対象に弁護士による

「最近の銀行実務におけるコンプライアンス

上の留意点」と題し講演を２回開催しまし

た。

平成１８年１月　苦情の定義の明確化のため

「苦情・トラブル処理規程」を一部改正しま

した。

住宅ローンにかかる表示に関して住宅ローン

利用者の保護が図れるような広告作成に努め

ました。

平成１８年４月および５月開催の支店長会議

において、コンプライアンス・マニュアルの

全面改訂、苦情への対応について、周知・徹

底を行いました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

Ｂ．適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 ・ ・ 「個人情報管理態勢に係る一斉点検」の実施 ・ 内部監査室によるテーマ別監査の実施 ・ ・

・ ・ 顧客情報の取扱いに関する集合研修の実施

・ 情報漏えい事案等への対応態勢の整備 ・ ・

・ ・ 顧客情報の取扱いに関する集合研修の実施 ・

・ 「ＦＡＸ送信手続き」の制定 ・ 情報セキュリティ関係規定の見直し検討 ・

・ 「情報漏えい事案等への対応基準」の制定

・

・ 内部監査室によるテーマ別監査の実施 ・ ・

・ 顧客情報の取扱いに関する集合研修の実施

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

（５）ＩＴの戦略的活用

Ａ．チャネル拡大 ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

全般監査項目に個人情報管理態勢を追加し、

本部・関連会社計２０部署、営業店６６ヶ店

において運用の適切性の検証を実施しまし

た。

システム監査を外部監査人との協働により、

本部の関係部署４システムを対象に実施しま

した。

平成１７年６月、外部業務委託先の定性

チェックを実施しました。

「情報漏えい事案等への対応基準」の見直し

検討

平成１７年９月、法人向インターネットバン

キングの導入について方針決定し、平成１８

年７月、取扱を開始しました。

預り資産のオンライン化に向けた検討を継続

してまいりました。

一層の顧客利便性向上策として、ＡＴＭ相互

入金提携を拡大

内部監査室によるテーマ別監査の実施、なら

びに同室が実施する全般監査項目に個人情報

管理態勢に関する監査項目を追加し、運用の

適切性を検証

法人向けインターネットバンキングのシステ

ム構築完了後、取扱い開始

情報漏えいの未然防止のための管理態勢の強

化

平成１７年４月から平成１８年１２月までの

情報漏えい事故等に状況や課題を取りまと

め、平成１９年１月に経営陣に報告するとと

もに、オペリスク小委員会や各種研修等で報

告・徹底を図りました。

全般監査項目に個人情報管理態勢に関する監

査項目を追加し、本部・関連会社計５部署、

営業店１６ヶ店において運用の適切性の検証

を実施しました。

新職員・テラー研修で、個人情報保護法に係

る事務取扱について徹底したほか、６月に個

人情報保護法に関する役員勉強会を実施しま

した。

外部委託先への実態調査の実施と調査結果に

基づく指導

平成１８年４月・６月、新職員研修及びテ

ラー研修で個人情報保護法に係る事務取扱等

について徹底しました。

平成１７年６月、「ＦＡＸ送信手続き」を制

定しました。

平成１７年４月より、「個人情報ハンドブッ

ク」を用いて、職場研修を実施しました。

平成１７年５月、個人情報管理態勢に係る一

斉点検を実施しました。

平成１７年下期中に、情報系データの暗号

化、アクセス履歴の集積、ウィルス検索ソフ

トの定期更新を全店で開始しました。

平成１７年１１月　顧客情報等が記載された

郵送物の取扱いについて、１８年３月にはパ

ソコンを介した情報漏えい防止について徹底

を図りました。

テーマ別監査は「個人情報管理態勢の有効性

等の検証」「個人データ取扱状況の点検の検

証」「顧客保護等管理態勢」等を監査テーマ

として本部の関係部署及び営業店１５ヶ店を

対象に実施しました。

四業態ＡＴＭ相互入金提携、地元金融機関と

のＡＴＭ相互提携を開始しました。

フリーローン「韋駄天」について、平成１７

年７月からホームページ上からの申込受付を

可能にしました。

地元７金融機関ＡＴＭ・ＣＤの相互開放を平

成１８年２月より開始しました。

フリーローン「おまとめローン」について、

平成１９年２月よりホームページ上からの申

込受付を可能にしました。

ホームページ上から申込受付が可能なフリー

ローン「韋駄天」の商品開発

インターネット上から申込が可能なフリー

ローン商品（「韋駄天」以外）について、シ

ステム化を検討・決定

法人向けインターネットバンキングの導入方

針を決定

インターネット上で申込み及び審査が可能な

ローン商品の拡充

投資信託や保険等の預り資産のオンライン化

による業務システムの最適化の推進

ＡＴＭ利便性の一層の向上に向けた取組実施

「個人情報ハンドブック」による職場研修の

実施

個人データのアクセス記録および分析対策と

して、専用ソフトによるモニタリングを開始

顧客情報の漏えい等防止策として、情報系

データの暗号化

法人向けインターネットバンキングの導入方

針決定、システム構築に着手

システム監査において、内部監査室と外部監

査人との協働により、ガイドラインにおける

安全管理措置の遵守状況を監査

インターネット上で申込・取扱いが可能な商

品・業務の拡充

投信、保険等の預り資産のオンライン化につ

いて方針を決定

投信、保険等の預り資産のオンライン化に向

け検討を実施

平成１７年７月、「情報漏えい事案等への対

応基準」を制定し、顧客対応や当局報告等に

ついて明文化しました。

法人向けインターネットバンキングについ

て、平成１８年１２月にパス数を３パスから

８パスに増設し、利用者が接続しやすいよう

改善しました。平成１９年３月より、更に２

パスの増設の開発を手がけております。

また、平成１９年２月から、入力画面の操作

性を改善したほか、総合振込の登録件数を拡

大しました。

投信等預り資産のオンライン化について、検

討に着手しました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

Ｂ． ・ ・ ・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

Ｃ． ・ ・ ・ ・ ・

・

・

・

・ 個社別採算管理システムを検討

３．地域の利用者の利便性向上

（１）地域貢献等に関する情報開示 ・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・

・ ・

・ ・

・

・ ・

・

・

（２）充実した分かりやすい情報開示の推進 ・ ・ ・ ・ ・

　　 

・ ・ ・

・

・

直近時に開催された「直言を承る会」へ寄せ

られた主な提言や要望等にする銀行方針や取

組状況について、ホームページにて公表

頭取による経済講演会や名古屋証券取引所主

催の「ＩＲエキスポ」、営業店取引先を招い

て実施した「直言を承る会」などの機会に

ディスクロ誌を配布し地域貢献に係る取組状

況を説明しました。

平成１８年上期に個社別採算管理のシステム

構築について検討を行い、下期より業者コン

サルタントを交え他システムとの連携などシ

ステム設計の検討に着手しました。平成１９

年上期中の稼動を目指し推進してまいりまし

た。

平成１７年４月より３ヶ店（本店営業部、神

田町支店、則武支店）で「ＳＢＬＣ」の試行

を開始しました。試行店には「営業支援シス

テム」の活用により顧客・計数・情報を管理

させ、その活用状況について検証・分析を

行ってまいりました。

平成１８年７月の開催分迄、主な提言や要望

等に対する銀行方針や取組状況についてホー

ムページにて公表しました。

平成１９年７月に名古屋証券取引所で開催さ

れる「ＩＲエキスポ２００７」に継続して出

展を申込みました。

営業支援システムの更改に合わせ、関係室グ

ループ担当者によりシステムの仕様・画面変

更等のバージョンアップに向けた検討を実施

してまいりました。

平成１８年下期より開発業者とコンサルタン

ト契約を締結し、システム設計を推進してま

いりました。平成１９年９月に結合テストを

経てリリースする予定です。

ミニディスクロージャー誌発行時に、地域貢

献の情報開示内容を拡大

「直言を承る会」に寄せられた提言・要望に

対する銀行の対応方針や対応状況をタイム

リーに公表

お客さま評価測定を実施し、その結果に基づ

き情報開示への取組みを拡充

地域ＩＲを兼ねた頭取による経済講演会は、

より地域貢献情報の提供に重点を置くなど、

内容を充実

情報開示にあたっては、具体的かつ平易な説

明に努めるなど開示内容を充実

経済講演会等の開催時にアンケート調査を実

施し、評価測定を行い、以降の情報開示に反

映

平成１８年度版ディスクロージャー誌に「地

域貢献の特集ページ」を設け、具体的な活動

事例の取り上げや、図表やグラフを工夫する

ことにより、利用者から理解を得られやすい

誌面構成に改善

頭取によるＩＲを兼ねた経済講演会は、より

地域貢献の情報開示を意識した運営に改善

お客さま評価測定を実施し、その結果に基づ

き情報開示への取組みを拡充

平成１８年７月名古屋証券取引所主催の「Ｉ

Ｒエキスポ２００６」に出展し、アナリスト

や地方個人投資家等との接点を拡大しまし

た。

ＳＢＬＣ推進に向けた本部支援策として、財

務情報等の顧客データリストを該当店へ還元

し、管理顧客のフォローおよび見直しを実施

しました。

「直言を承る会」（平成１７年度：１０店

舗・平成１８年度：６店舗）を開催し、お取

引先から寄せられた意見や要望等に対する銀

行の考え方や諸施策への反映状況をホーム

ページで公表しました。

直近時に開催された「直言を承る会」へ寄せ

られた主な提言や要望等に対する銀行方針や

取組状況をホームページにて公表

個社別採算管理システムの構築、平成１９年

上期稼動を指向

ＳＢＬＣ試行において、営業支援システム活

用により顧客管理、案件管理等を行うことを

必須とし、コンサルティング機能の拡充策を

検討しました。

頭取による経済講演会開催時に、アンケート

調査を実施、利用者評価の測定を行い以後の

活動へ反映

収益管理の高度化

（個社別採算管理）

「スモールビジネスローンセンター（以下Ｓ

ＢＬＣという）」の試行を通じて「営業支援

システム」使用状況を検証し、効果的な活用

方法を検討するとともに実践的なコンサル

ティング機能を拡充

平成１７年４月より、「ＳＢＬＣ」の試行を

３ヶ店（本店営業部、神田町支店、則武支

店）において開始

融資データベース活用による信用リスクに見

合ったプライシング、採算管理の開発を推進

融資統合データベースの顧客属性データの検

討を実施

部門店別収益管理を平成１７年度下期より本

格稼動させ業績評価とリンク

試行店の顧客管理・計数管理・情報管理は、

「営業支援システム」を活用し管理、その活

用状況の検証・分析により、コンサルティン

グ機能の強化に向けた具体的拡充策を検討

各種データベースの

整備・有効活用促進

部門店別収益管理（信用コスト・ＡＢＣ原価

計算反映）の試行と次フェーズの取組方針を

決定収益管理の高度化をさらに推進し、平成１８

年度には主要顧客の個社別採算管理が可能な

仕組みを構築し、そこから得られるデータ等

を営業戦略に活用

「営業支援システム」の職務に応じた活用方

法を検討し、コンサルティング機能を拡充

環境、福祉、ＣＳＲ等、話題性の高い項目や

利用者の関心の高い項目に対する取組状況を

積極的に開示

ミニディスクロージャー誌発行時に、要望等

への対応状況を記載公表

各種媒体を幅広く活用し公表を行い、できる

だけ多くの利用者の目に触れるよう工夫

預金・貸出関連の情報開示にあたっては、地

域特性等を踏まえたうえで、「どのように地

域経済等と関連しているか」、「どのように

地域に活かされているか」等、わかりやすい

開示内容に改善してまいります。

ミニディスクロージャー誌発行時に、ＣＳＲ

を重視した取組みにかかる情報開示内容を拡

大

平成１７年度版ディスクロージャー誌の「地

域貢献の特集ページ」にビジネスマッチング

や創業支援など具体例を取り上げ、より利用

者が理解しやすいものとする

信用格付システム・稟議システム構築に合わ

せて、顧客属性データを充実

部門店別収益管理は、部門店別評価にリンク

させ、より納得性の高い評価体制の構築に活

用

名古屋証券取引所主催の「ＩＲエキスポ

２００６」に出展し情報提供の充実を図っ

てまいります。

営業支援システムの更改に合わせ、画面・仕

様の変更等バージョンアップに向けた検討に

着手しました。

平成１７年上期より、営業店別の損益を信用

コスト引きおよびＡＢＣ原価計算による原価

コスト引きで還元し、その正確性の検証に努

めるとともに、平成１７年下期には営業店業

績評価に導入しました。

顧客満足度調査においてディスクロ誌を知ら

ない顧客が多かったことから、平成１９年１

月発行の中間期ディスクロ誌は店頭配布のほ

か、店別の後援会開催時に参加者へ配布し説

明したり、学生向け企業説明会で配布するな

ど、より多くの方々にご認識いただけるよう

努めました。

「直言を承る会」を平成１８年１１月に２店

舗（平田支店、広見支店）において開催しま

した。

ディスクロージャー誌において、地域貢献に

関する特集ページを組み入れ、ビジネスマッ

チング・創業支援事例を紹介するなど、利用

者がより理解しやすい内容としました。
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株式会社 岐阜銀行

進　捗　状　況      

平成１７年４月～平成１９年３月

具体策と実施スケジュール

平成１７年度 平成１８年９月～平成１９年３月平成１８年度
取組方針および目標

・ ・ ・ ４～６店舗にて「直言を承る会」を開催 ・ ・

・

・

・

・

・

・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・

・

・

・

・

４．進捗状況の公表 ・ ・ 地域密着型金融推進計画を公表 ・ ・ ・

・ 平成１７年度上期実績を公表

・

・

・

平成１７年４月、平成１８年３月、および５

月に著名人を招いた講演会や市民セミナーを

開催しました。

「産・官・学」連携による新事業創出のなか

で、地元商店街、地元大学との連携による地

域の活性化に向けた情報発信ショップの開設

を検討

行内で新たなシルバー戦略を策定展開するた

め「シルバーＰＴ」を組織横断的に立ち上げ

ました。

ＮＰＯ法人の活動では、㈱ローソンと連携し

た「シルバーローソン」の展開に関与し、岐

阜市柳ヶ瀬地区内でのビジネス展開の検討を

進めてまいりました。

（３）地域の利用者の満足度を重視した

　　　金融機関経営の確立

（４）地域再生推進のための各種施策との

　　　連携等

経営理念「豊かなシルバー社会を応援しま

す」に基づき、地域の高齢者に質の良い介護

サービスを提供するため、ＮＰＯ法人「福

祉・介護支援ネットワーク協議会ぎふ」の活

動支援を通じて地域社会の活性化に寄与

静岡県立大学長をコーディネーターに、講演

会・研究会を開催し、新事業創出に向けた活

動を実施

７月から８月において、「経済講演会」を全

店舗（桑名・東京支店除く）を対象として開

催、併せて顧客満足度アンケート調査を実施

顧客満足度アンケートについて、その手法お

よび項目等を見直した上で調査（第１回）を

実施

顧客満足度アンケート調査（第２回）の実施

「産・官・学」連携により、アクティブシニ

アを対象とした健康維持、介護予防、生涯現

役をテーマとする新事業の創出に向けた研究

会を発足

当行の「シルバービジネス研究会」とＮＰＯ

との連携事業を通じて、ＮＰＯの存在意義を

明確化

平成１８年１２月、名古屋証券取引所および

当行ホームページにおいて、「地域密着型金

融推進計画」進捗状況を公表しました。

今後も当計画の趣旨を踏まえ、地域密着型金

融の推進にかかる諸計数の公表を継続実施す

る方針です。

平成１８年３月に利用者ニーズを把握するこ

とを目的として「顧客満足度調査」を実施し

ました。（調査対象個人５，０００、事業先

２，５００、有効回答２５８４、回答率

３４．４５％）

地域活活性化のための活動として、「地域活

性とスポーツの可能性」というテーマで市民

セミナーを開催しました。

高齢社会における『快適な時間を過ごせる

場』として、ＮＰＯ会員企業が運営･企画実

施のできる『第三の場所』を創り、中部学院

大学と連携を開始。大学の持つノウハウとＮ

ＰＯ会員企業のビジネスネットワークを利用

し新規事業構想に着手。産・官・学の連携と

会員企業間の連携・協業による新事業創出の

ための研究会を発足しました。

７月から８月において、「経済講演会」を全

店舗（桑名・東京支店除く）を対象として開

催、併せて顧客満足度アンケート調査を実施

公表にあたっては、地域の利用者の目線に

立ったわかりやすい開示に努める

取引先の提言を受け、新商品の開発、新たな

サービス、マナーの改善等により、ＣＳを向

上させ、顧客ニーズに最大限応えていくこと

で、

①透明性の高い経営

②特色と存在感ある経営

③お客さまの好感度と満足感を高める経営

　の実現を目指す

名古屋証券取引所、および当行のホームペー

ジにおいて「地域密着型金融推進計画」の進

捗状況を半年毎に公表しました。

平成１７年度下期及び平成１８年度上期実績

を公表

顧客満足度調査の分析結果を平成１８年６月

に公表しました。

団塊の世代が一斉に定年退職を向かえる

「２００７年問題」を踏まえた会員相互によ

る連携事業について検討を重ね、新規事業と

しての情報発信ショップの開設を目指すこと

としました。

４～６店舗（上期４店舗）にて「直言を承る

会」を開催

地域密着の企業・団体との情報交換と研究、

介護福祉関連の支援・協賛・後援等を行い、

地域密着型のネットワークを創造し、多くの

高齢者を対象とした生活に関する情報やサー

ビスを提供

地域密着型金融推進計画の進捗状況及び実績

を、半期毎に公表

より多くの地域の利用者の目に触れやすいよ

う各種媒体を活用して公表

｢直言を承る会｣を、平成１７年度に１０店

舗、平成１８年度に６店舗開催しました。お

客さまからの意見・要望等に対し、当行の現

在の状況および今後の対応策等を営業店長か

らお客さまへフィードバックするとともに、

ホームページでも公表してまいりました。

｢直言を承る会｣を平成１８年１１月に２店舗

（平田支店、広見支店）において開催しまし

た。お客さまからの意見・要望等に対し、当

行の対応方針や考え方を営業店長からお客さ

まへフィードバックするとともに、ホーム

ページ上において公表しております。

平成１９年３月に利用者ニーズの把握や１年

間のＣＳ活動を評価していただくことを目的

として「第２回顧客満足度調査」を実施しま

した。（調査対象個人５，０００、事業先

２，５００）結果については、業務運営に反

映させるとともに平成１９年７月を目処とし

て公表する予定です。
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株式会社　岐 阜 銀 行

【１７～１８年度（１７年４月～１９年３月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 4,427 2 0

うちその他要注意先 1,796 180 26 138

うち要管理先 49 12 2 7

破綻懸念先 235 27 5 15

実質破綻先 123 0 0 0

破綻先 47 0 0 0

合　計 6,677 221 33 160

注）・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理しております。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでおりません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めておりません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めております。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めておりません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しております。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分
　が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理しております。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



株式会社　岐 阜 銀 行

【１８年度（１８年４月～１９年３月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 3,829 0 0

うちその他要注意先 1,996 124 11 102

うち要管理先 39 7 2 5

破綻懸念先 320 21 1 17

実質破綻先 87 0 0 0

破綻先 38 0 0 0

合　計 6,309 152 14 124

注）・期初債務者数及び債務者区分は１８年４月当初時点で整理しております。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでおりません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めておりません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めております。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めておりません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しております。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分
　が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理しております。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



株式会社　岐 阜 銀 行

【１８年度下半期（１８年１０月～１９年３月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 3,630 0 0

うちその他要注意先 2,033 105 2 96

うち要管理先 41 5 1 4

破綻懸念先 343 20 0 19

実質破綻先 78 0 0 0

破綻先 36 0 0 0

合　計 6,161 130 3 119

注）・期初債務者数及び債務者区分は１８年１０月当初時点で整理しております。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでおりません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めておりません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めております。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めておりません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しております。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分
　が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理しております。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数


